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植
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ン
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広
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よ
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見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

　指定年月日：2001（平成 13）年６月 14 日指定
　　　所在地：吉野川市鴨島町牛島字先須賀ノ一 153-2
所有／管理者：個人

　形状は頂部が方錐状の四角柱で、高さは露出部で
1.13m、埋設部も含めると 1.90m である。側面の
幅は、最大で 24.5cm、最小で 23.5cm である。４
面のうち３面に、それぞれ「麻

お

植
え

　板野　名
みょうざい

西　三郡
之三ツ境」「西條　瀬部　髙原   牛ノ島　四箇村之四ツ境」「此石ヨリ南牛ノ島村圓
通寺東圍之藪

やぶ

東北之隅之立石迄三百二拾三間四尺」と彫られている。
　先須賀周辺は、吉野川と江川に挟

はさ

まれた中
なか

洲
す

状の沖
ちゅうせき

積地であり、1907（明治
40）年に着手された第１期吉野川改修工事により連続堤が築かれるまでは洪水常

じょうしゅう

襲
地帯であった。洪水による土砂の流入や表土の流出のために村境が分からなくなり、
しばしば村落間の紛争が発生した。この境界をめぐる紛争を未然に防ぐために設置
されたのが、この郡境石である。
　「蜂須賀家文書」（国文学研究資料館蔵）には、1745（延享２）年に藩の裁許奉
行は関係する４村の村役人を召し
出し、評議の結果、圓通寺藪東北
の隅から北方に位置する五条村の
野神社の椋の木を真直に見通し、
323 間４尺５寸の地点を「三郡之
三ツ境」「四箇村之四ツ境」と決め、
そこに験の石（郡境石）を建てさせ、
基点である圓通寺藪東北の隅にも

「験の石」（立石）を建てさせたと
いう記録がある。

故
郷
を

知
る
!!

y o s h i n o g a w a  c i t y

吉野川市指定有形文化財（古文書）

三郡の郡境石
第
25
回

編
集
後
記

　

本
号
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
市
長

と
の
ト
ー
ク
企
画
「
市
長
と
し
ゃ

べ
ら
ん
で
」（
本
号
４
〜
７
ペ
ー

ジ
参
照
）。
記
念
す
べ
き
１
回
目

の
ゲ
ス
ト
は
地
域
お
こ
し
協
力
隊

の
３
人
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。
隊

員
の
皆
さ
ん
に
は
、
こ
れ
か
ら
ど

ん
ど
ん
吉
野
川
市
の
魅
力
発
信

や
地
域
活
性
化
に
活
躍
し
て
ほ
し

い
で
す
ね
。
吉
野
川
市
の
未
来
は

君
た
ち
に
か
か
っ
て
い
る
！

　

原
井
市
長
が
今
、
吉
野
川
市

で
話
題
の
人
や
、
こ
れ
か
ら
注
目

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
人
物
と
何
が
飛

び
出
す
か
分
か
ら
な
い
フ
リ
ー
で

の
ト
ー
ク
を
繰
り
広
げ
る
こ
の
企

画
で
す
が
、
今
後
、
定
期
的
に
特

集
記
事
と
し
て
掲
載
し
て
い
く
予

定
で
す
。
次
回
は
誰
が
登
場
す
る

か
、
乞
う
ご
期
待
で
す
。	

（
編
）

「麻植  板野  名西  三郡之三ツ境」「西條  瀬部  髙原  牛ノ島  四箇村之四ツ境」
「此石ヨリ南牛ノ島村圓通寺東圍之藪

東北之隅之立石迄三百二拾三間四尺」

本
号
に
掲
載
し
て
い
る
各
種
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
等
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
に
配
慮
し
、
開
催
を
中
止
ま
た
は
延
期
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
担
当
課
も
し
く
は
主
催
者
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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